
委　 託　 仕　 様　 書 国補令和7年度

令和７ 年度道路橋定期点検（ その１ ） 業務委託

春日部市上大増新田外地内

橋り ょ う 長寿命化修繕事業事 業 名

路 河 川 名 称

委　 託　 名

委 託 箇 所

業 務 大 要

道路橋定期点検　 Ｎ ＝６ １ 橋
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変 更 理 由

備    考

(  0001 ) 県南地　 　 区 労務費補正 機械経費( 賃料) 補正- -

(  R0704 ) 令和07年04月単価適用年月

工    期

年 月 日

変    更

当    初
自

日 数

至

至

令和 8 2 27

令和07年04月経費適用年月

設　 　 計
消費税相当額

合計

当　 初　 金　 額 変　 更　 金　 額

業務価格

請　 　 負
消費税相当額

合計

請負増減額

業務価格

週休2日区分 -
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委　 託　 費　 内　 訳　 書

摘    要金    額単　 価単  位数    量 工事区分　 工種　 種別　 細別・ 規格

1    

設計

式

1    

_  調査・ 計画

式

1    

_  _  直接原価（ 積分）

式

1    

_  _  _  直接人件費（ 定期点検）

式

54    

_  _  _  _  計画準備（ １ ）

橋

第1号一位代価表               

4    

_  _  _  _  計画準備（ ２ ）

橋

第2号一位代価表               

2    

_  _  _  _  計画準備（ ３ ）

橋

第3号一位代価表               

1    

_  _  _  _  計画準備（ ４ ）

橋

第4号一位代価表               

54    

_  _  _  _  定期点検（ １ ）

橋

第5号一位代価表               

3    

_  _  _  _  定期点検（ ２ ）

橋

第6号一位代価表               

2    

_  _  _  _  定期点検（ ３ ）

橋

第7号一位代価表               
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委　 託　 費　 内　 訳　 書

摘    要金    額単　 価単  位数    量 工事区分　 工種　 種別　 細別・ 規格

1    

_  _  _  _  定期点検（ ４ ）

橋

第8号一位代価表               

1    

_  _  _  _  定期点検（ ５ ）

橋

第9号一位代価表               

54    

_  _  _  _  報告書作成（ １ ）

橋

第10号一位代価表               

4    

_  _  _  _  報告書作成（ ２ ）

橋

第11号一位代価表               

2    

_  _  _  _  報告書作成（ ３ ）

橋

第12号一位代価表               

1    

_  _  _  _  報告書作成（ ４ ）

橋

第13号一位代価表               

1    

_  _  _  _  打合せ

業務

第14号一位代価表               

1    

_  _  _  直接経費

式

_  _  _  _  旅費交通費

日

第15号一位代価表               

1    

_  その他原価

式

1    

間接原価

式

25092000aa7-00-V0-0000-3  4 春日部市



委　 託　 費　 内　 訳　 書

摘    要金    額単　 価単  位数    量 工事区分　 工種　 種別　 細別・ 規格

1    

一般管理費等

式

1    

業務価格（ 設計）

式
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委　 託　 費　 内　 訳　 書

摘    要金    額単　 価単  位数    量 工事区分　 工種　 種別　 細別・ 規格

1    

業務価格計

式

1    

_  消費税相当額

式

1    

業務委託費

式

使用機械の機種・ 規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある 場合を 除き 、 受注者の責任において任意で定め施
工する こ と 。 ただし 、 使用機械は、 排出ガス対策、 低騒音・ 低振動型建設機械を 原則と し 、 機種や規格について
は、 施工計画書等に明記する こ と 。
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経   費   根   拠   書

項      目 内            訳 率 / 金額

<<設計>>

◆経費計算情報

  委託先区分 建設コ ンサルタ ント

  電子成果品作成費計上
区分

率分は計上し ない

  旅費交通費計上区分 率分は計上し ない

  経費適用年月 令和07年04月
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橋
計画準備（ １ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第1号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =2ｍ以上　 5ｍ以下

計画準備（ 1）
第1号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
計画準備（ ２ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第2号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下

計画準備（ 2）
第2号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
計画準備（ ３ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第3号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =10ｍを超え　 15ｍ以
下

計画準備（ 3）
第3号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )
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橋
計画準備（ ４ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第4号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =15ｍを超え　 20ｍ以
下

計画準備（ 4）
第4号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
定期点検（ １ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第5号一位代価表

橋
( 特定の溝橋等) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　
Ｌ =2ｍ以上　 5ｍ以下

定期点検（ 1）
第10号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
定期点検（ ２ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第6号一位代価表

橋
( 特定の溝橋等) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　
Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下

定期点検（ 2）
第11号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )
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橋
定期点検（ ３ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第7号一位代価表

橋
( 特定の溝橋等) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　
Ｌ =10ｍを超え　 15ｍ以下

定期点検（ 3）
第12号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
定期点検（ ４ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第8号一位代価表

橋
( 特定の溝橋等以外) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　
Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下

定期点検（ 4）
第14号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
定期点検（ ５ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第9号一位代価表

橋
( 特定の溝橋等以外) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　
Ｌ =15ｍを超え　 20ｍ以下

定期点検（ 5）
第15号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

25092000aa7-00-V0-0000-3  10 春日部市



橋
報告書作成（ １ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第10号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ ＝2ｍ以上　 5ｍ以下

報告書の作成（ 1）
第22号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
報告書作成（ ２ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第11号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下

報告書の作成（ 2）
第23号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

橋
報告書作成（ ３ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第12号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =10ｍを超え　 15ｍ以
下

報告書の作成（ 3）
第24号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )
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橋
報告書作成（ ４ ）

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第13号一位代価表

橋
Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =15ｍを超え　 20ｍ以
下

報告書の作成（ 4）
第25号特殊施工

10    

橋合　 計

当り1( )

業務
打合せ

 1. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第14号一位代価表

業務

打合せ協議（ 中間１ 回）
第35号特殊施工

1    

業務合　 計

日
旅費交通費

 1. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単  位数　 量 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

第15号一位代価表

日
2 hr

連絡車（ ラ イ ト バン） 運転費
第1号施工表

日合　 計
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連絡車（ ラ イ ト バン） 運転費

(SD00291)

第  1. 00 当り0001 日号 一位代価表( 施工歩掛表)

名　 称　 /　 規　 格 数　 量 単　 位 単　 価 金　 　 額 摘　 　 要

レ ギュ ラ ー

ガソ リ ン

L

乗車定員5名 排気量1. 5L

ラ イ ト バン[ ガソ リ ンエンジン･二輪
駆動]

hr

乗車定員5名 排気量1. 5L

ラ イ ト バン[ ガソ リ ンエンジン･二輪
駆動]

供用日

合　 計
当り1 日

条件名称 入力名称

J01 １ 日当り 運転時間 2 hr
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =2ｍ以上　 5ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0001
PJ0010

計画準備（ 1）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0002
PJ0020

計画準備（ 2）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =10ｍを超え　 15ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0003
PJ0030

計画準備（ 3）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =15ｍを超え　 20ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0004
PJ0040

計画準備（ 4）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋

( 特定の溝橋等) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =2ｍ以上　 5ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0010
PJ0100

定期点検（ 1）号 一位代価表( 特殊施工単価)

技師( B)
人

技師( C)
人

合　 計
当り1 橋
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( 特定の溝橋等) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0011
PJ0110

定期点検（ 2）号 一位代価表( 特殊施工単価)

技師( B)
人

技師( C)
人

合　 計
当り1 橋

( 特定の溝橋等) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =10ｍを超え　 15ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0012
PJ0120

定期点検（ 3）号 一位代価表( 特殊施工単価)

技師( B)
人

技師( C)
人

合　 計
当り1 橋

( 特定の溝橋等以外) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0014
PJ0140

定期点検（ 4）号 一位代価表( 特殊施工単価)

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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( 特定の溝橋等以外) 　 Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =15ｍを超え　 20ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0015
PJ0160

定期点検（ 5）号 一位代価表( 特殊施工単価)

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋

Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ ＝2ｍ以上　 5ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0022
PJ0220

報告書の作成（ 1）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =5ｍを超え　 10ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0023
PJ0230

報告書の作成（ 2）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =10ｍを超え　 15ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0024
PJ0240

報告書の作成（ 3）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋
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Ｗ=8ｍ程度, 　 Ｌ =15ｍを超え　 20ｍ以下 橋

第

 10. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0025
PJ0250

報告書の作成（ 4）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( A)
人

技師( B)
人

技師( C)
人

技術員
人

合　 計
当り1 橋

業務

第

 1. 000 当り

名　 称　 /　 規　 格 単　 位 数　 量 単　 価 金　 額 摘　 　 要

0035
PJ0410

打合せ協議（ 中間１ 回）号 一位代価表( 特殊施工単価)

主任技師
人

技師( B)
人

技師( C)
人

合　 計
当り1 業務
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単価表番号 名       称　 /　 規　 　 　 格 単  位 単　 価 摘  要

積　 　 算　 　 条　 　 件    一　 　 覧　 　 表

日

連絡車（ ラ イ ト バン） 運転費

2 hr

第0001号施工表
SD00291

使用機械の機種・ 規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある 場合を 除き 、 請負者の責任において任意で定め施

工する こ と 。 ただし 、 使用機械は、 排出ガス対策、 低騒音・ 低振動型建設機械を 原則と し 、 機種や規格について

は、 施工計画書等に明記する こ と 。
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業務委託特記仕様書 
 
 
（趣旨） 
第１条 本特記仕様書は、令和７年度 道路橋定期点検（その１）業務委託（以下、「本業務」

という。）に適用する。この特記仕様書に定めのないものについては「埼玉県設計業

務共通仕様書」等による。 
 
（業務目的） 
第２条 道路法に基づく橋梁の法定点検を実施することにより、損傷状況等から既設橋梁

の健全性診断を行うことを目的とする。 
 
（業務対象橋梁） 
第３条 別紙、「道路橋定期点検（その１）業務委託点検橋梁一覧表」のとおりとする。 
 
（管理技術者及び照査技術者） 
第４条 管理技術者は、業務の履行にあたり、以下のいずれかの要件を満たす者とし、日本

語に堪能でなければならない。 
ア 技術士（総合技術管理部門：建設部門の選択科目すべてを対象とする）。 
イ 技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）で平成１２年度以前の試験合格者。 
ウ 技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）で平成１３年度以降の試験合格者

の場合には、７年以上の実務経験を有し、かつ該当部門に４年以上従事している者。 
エ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）。 
照査技術者は、業務報告書について内容の妥当性の確認を行うものとし、管理技術

者と同等の要件を満たす者とする。 
 

（点検要領） 
第５条 本業務は、「道路橋定期点検要領 令和６年３月 国土交通省 道路局」（以下「点

検要領」）によるものとする。 
 
（業務計画書） 
第６条 受注者は、契約後速やかに道路橋点検の実施体制を整え、必要な資料等を収集、現

地における点検計画の方法を検討し、業務計画書を監督員へ提出するものとする。 
 
（現地踏査） 
第７条 点検に先立って現地踏査を行い、変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、立地環

境、交通状況、交通規制の方法等について現地の状況を調査記録するものとする。状

況等により点検作業に支障がある場合には、監督員と協議するものとする。 
 



（実施計画書） 
第８条 現地踏査にもとづき、道路橋毎の点検計画となる実施計画書を作成しなければな

らない。 
 
（他機関との協議） 
第９条 点検を実施する際に、河川管理者、公安委員会及び他の道路管理者との協議が必要

となった場合は、監督員と協議した上で、受注者が行わなければならない。 
 
（点検方法） 
第１０条 調査方法は、点検要領に準拠した近接目視点検等により、損傷状況を確認しなけ

ればならない。また、緊急対応が必要と判断される損傷等を発見した場合には、直

ちに監督員に報告しなければならない。 
 
（点検体制） 
第１１条 道路橋の構造や部材の状態の評価に必要な知識及び技能を有する以下のいずれ

かの要件に該当するものを配置しなければならない。 
    ・道路橋に関する相応の資格または相当の実務経験を有すること。 
    ・道路橋の設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有すること。 
    ・道路橋の点検に関する相当の技術と実務経験を有すること。 
 
（健全性の診断） 
第１２条 点検では、部材単位の健全性の診断と道路橋毎の健全性の診断を行わなければ

ならない。 
２ 健全性の診断区分については、点検要領を準用するものとする。 
３ 点検結果より「Ⅳ：緊急措置段階」と診断した場合には、補修工法の提案と概算

工事費を算出し、点検結果と合わせて提出するものとする。 
 
（点検記録） 
第１３条 受注者は次の項目について資料の作成を行わなければならない。 

・点検要領に記載されている点検調書（点検 DB登録用様式） 
・市の様式に準じた点検結果（点検対象部位の全ての損傷位置、損傷内容の記録、

全ての損傷の写真）、診断結果（記録した損傷全てについての所見）の資料 
 
（打合せ協議） 
第１４条 打合せは業務着手時、中間、成果品納入時の３回とする。業務着手時及び成果品

納入時には、管理技術者が立ち会うものとする。 
２ 業務に関する打合せ記録の整理は、受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提

出するものとする。 
 



（安全管理） 
第１５条 受注者は、交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努め

なければならない。本業務に起因して第三者等に損害を与えた場合は、受注者の責

任において措置するものとする。 
 
（土地の立ち入り等） 
第１６条 点検業務を実施する際は、身分証明書を携帯しなければならない。 

 ２ 身分証明書は、土地等の所有者、その他の関係人等から請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 
   ３ 身分証明書については委託契約業務であることの証明として発注者が交付する

ものとする。 
４ 業務が完了した等、身分証明書が不要となったときには、遅延なく発注者に返却

しなければならない。 
 
（沿道対応） 
第１７条 本業務実施中、沿道の住民及び沿道利用者により苦情があった場合、受注者にお

いて丁寧に対応するものとし、その結果を速やかに監督員に報告しなければなら

ない。 
 
（貸与資料） 
第１８条 受注者は希望する場合、発注者から次の資料を借用することができる。 
    （１）橋梁台帳の写し 
    （２）過年度点検データ 
    （３）その他業務履行上必要な発注者の所有する資料 

２ 借用資料は委託業務の完了後や、借用資料が不要となった時には、速やかに返還

しなければならない。 
 
（成果品の提出） 
第１９条 受注者は次の成果物を作成し納品しなければならない。 
 （１）報告書  
    ファイル綴り（A4 版）      １部 
    電子データＣＤ－Ｒ        ２部 
         ・電子データには、報告書の PDF データ、オリジナルデータ（CAD,エクセル等） 

を記録するものとする。 
 （２）その他監督員の指示した資料 
 
（その他） 
第２０条 特記仕様書に定めがない事項については、監督員と協議して定めるものとする。 



ＮＯ. 橋名 所在地 橋長（ｍ） 全幅（ｍ） 溝橋 初回点検 橋梁点検車使用

1 Ｄ１９６号橋 上大増新田324-2 2.2 6.8 〇 - -

2 Ｄ１９８号橋 上大増新田415-1 2.8 4.1 △ - -

3 Ｄ１９９号橋 上大増新田413-2 3.0 4.1 △ - -

4 Ｄ２００号橋 上大増新田377-1 2.9 7.1 △ - -

5 Ｄ２０１号橋 上大増新田377-4 2.7 4.0 △ - -

6 Ｄ２０２号橋 上大増新田363 2.8 4.0 △ - -

7 Ｄ２０４号橋 上大増新田483-1 3.2 8.1 △ - -

8 Ｄ２０５号橋 上大増新田38-2 2.1 3.9 〇 - -

9 Ｄ２０６号橋 上大増新田424-1 2.8 4.0 △ - -

10 Ｄ２０９号橋 上大増新田420-1 2.9 4.0 △ - -

11 Ｄ２１１号橋 上大増新田374-1 3.0 8.1 △ - -

12 Ｄ２１２号橋 上大増新田328-1 3.0 4.0 △ - -

13 Ｄ２１３号橋 上大増新田324 3.0 6.0 △ - -

14 Ｄ２１４号橋 上大増新田286-3 3.0 4.1 △ - -

15 Ｄ２１５号橋 下大増新田286-2 2.4 13.0 〇 - -

16 Ｄ２１６号橋 下大増新田296-2 3.0 4.1 △ - -

17 Ｄ２２２号橋 下大増新田270 2.4 7.5 〇 - -

18 Ｄ２２８号橋１ 増富243-115 2.4 7.8 〇 - -

19 Ｄ２２８号橋２ 増富243-115 3.9 11.9 〇 - -

20 Ｄ２５７号橋 増富713 3.9 13.0 △ - -

21 Ｄ２５９号橋 増富710 3.0 9.5 △ - -

22 Ｄ２６０号橋 増富432-7 3.2 12.0 △ - -

23 Ｄ２６２号橋 増富434 2.5 10.0 △ - -

24 Ｄ２７５号橋 豊町六丁目2-2 3.7 11.7 〇 - -

25 Ｄ２７７号橋 豊町六丁目1-6 3.8 1.5 △ - -

26 Ｄ２８４号橋 南中曽根890-4 3.0 7.1 〇 - -

27 Ｄ２８５号橋 南中曽根926 3.8 4.2 △ - -

28 Ｄ２９１号橋 下蛭田334-25 3.2 8.7 〇 - -

29 道順川戸橋 道順川戸37-1 6.7 7.0 △ - -

30 Ｄ３２７号橋１ 下蛭田290-8 2.7 6.1 △ - -

31 Ｄ３２７号橋２ 下蛭田290-3 2.7 6.1 △ - -

32 Ｄ３２８号橋 下蛭田309 2.7 5.8 △ - -

33 Ｄ３２９号橋 下蛭田326-1 2.2 8.5 △ - -

34 Ｄ３３７号橋 下蛭田344-25 2.2 9.3 △ - -

35 Ｄ３５０号橋 増富102 3.1 8.0 〇 - -

36 Ｄ３５５号橋 増富１５１ 3.0 8.0 〇 - -

37 Ｄ３６４号橋 増富677-1 3.0 6.6 〇 - -

令和7年度道路橋定期点検（その1）業務委託道路橋点検一覧表 別紙



38 Ｄ３６５号橋 増戸702 3.1 7.0 〇 - -

39 Ｄ３６６号橋 増戸281-1 3.0 8.3 〇 - -

40 Ｄ３６７号橋 増戸297-3 2.4 5.1 〇 - -

41 Ｄ３９２号橋 増戸343-1 2.5 8.1 △ - -

42 Ｄ４０３号橋 増戸231-2 2.0 4.1 △ - -

43 Ｄ４３３号橋 花積512 2.2 11.0 〇 - -

44 Ｄ４３５号橋 花積511 4.3 9.0 〇 - -

45 Ｄ４５９号橋 道口蛭田96-1 3.6 6.3 △ - -

46 Ｄ４６３号橋 上蛭田157-1 3.4 9.0 〇 - -

47 Ｄ４６４号橋 上蛭田213 3.5 11.0 〇 - -

48 Ｄ４６５号橋 上蛭田710 2.0 10.5 〇 - -

49 やじま橋 南中曽根318-201 7.4 6.7 △ - -

50 Ｄ６０７号橋 南中曽根233 11.4 6.6 △ - -

51 Ｄ６１３号橋 南中曽根207-2 11.4 4.6 △ - -

52 Ｄ４１７号橋 下蛭田4-1 8.4 6.6 △ - -

53 Ｄ４４７号橋 花積258-1 6.7 4.0 - - -

54 Ｄ６２７号橋 豊町一丁目1-1 2.8 12.0 〇 - -

55 Ｄ１７０号橋 谷原新田2167 4.5 3.0 △ - -

56 Ｄ１５３号橋２ 谷原新田2030-1 4.6 11.6 △ - -

57 Ｄ６３４号橋１ 増富432-7 2.4 5.5 △ - -

58 Ｄ６３４号橋２ 増富433-8 2.4 7.7 △ - -

59 Ｄ４７５号橋 上蛭田66-10 4.8 8.7 〇 - -

60 Ｄ４６４号橋２ 道口蛭田207-1 18.5 5.2 - - -

61 Ｄ４７２号橋 上蛭田62-1 3.4 8.1 〇 - -

※ 溝橋欄の「△」は溝橋として扱うことのできる橋長15m以下の単径間の床版橋及びＨ鋼桁橋を示す。
溝橋欄の「-」は溝橋として扱うことのできない道路橋を示す。
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案内図

令和７年度道路橋定期点検（その１）業務委託
春日部市上大増新田外地内

図面サイズ:A3
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